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あ
に
合
割

の
ト
ン
セ

ー
パ

は
て

つ年
が
合
割
た

し
算
加
該

当

）
。
る
す
と

）
合

パ

」
に
改
め
、

月
け
お

に
時
る
す

過
経
を
日

率
引

割
準

基
の

形
手

業

る

場
い

な
た

満
に

パ
４

年
に

合

準
基

該
当

、
は

合

」
を
「

合
割

の
）

さ
示
告
り

よ
に

間
期

該
当

う
い

と

１
年

に
合
割
た
れ年
が

）
。

」
年
用

適
合

ト
ン

セ
ー
パ

合
割

お
に
中

）
。
う
い

と

基
例

特
る
け
お

に
年
用
適

準

山
口
県
規
則
第
五
十
六
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
（
そ
の
一

様
式
（
そ
の
四
）
の
裏
及
び
同

年
に

合
割

準
基

例
特

該
当

合
割

の
ト
ン

セ
ー

ー
パ

１

合
場

る
え

超
を

同
様
式
（
そ
の
六
）
の
裏
を
次
の

第
法

行
銀

本
日

ト
ン

セ
ー

１
第
項

１
第

条

割

割
た

し
算

加
を

合
割

の

ト
ン

セ
ー
パ

４
年

に
率

引

前
の

年
各

る
す

属
の

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

特
税

租
に
年

割
の

た
し

算
加
を

合
割
の

は
に

合
場

い
な

た
満

に
合

年
、
は
て

い

年
に

合
割

の
ト

ン
セ
ー

パ

合
割

の
ト
ン

セ
ー
パ

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県

）
の
裏
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
の

様
式
（
そ
の
五
）
の
裏
中
「

該
当

一

し
算

加
を

合
割
の

ト
ン

セ

年
、

は
に

合
割
た

割
の

ト
ン
セ

ー
パ

よ
う
に
改
め
る
。

ら
め

定
り

よ
に
定

規
の

号

年
が

合

商
る

れ

を
合

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

割
の

）
）
合

割
た

し
算

加

第
法
置

措
別

合
割

定
規

の
項
２

第
条

下
以

の
そ

、

」
合
割

準
基
例

特

年
下

以

つ
あ

に
合

割

割
準

基
例

特

加
を

準
基

例
特
該

当
は

て

年
、

し
と

合
割
た

し
算

規
則

規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次

裏
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
の
裏
、

前
の

年
各

る
す
属

の
間

期
の

年

の同

規

則
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を
額
全

は
き

と
の

満
未

円
る

て
捨

り
切

を
て

捨
り

切

の
り

併
と
額

税
本

を
）

。閏
、

は
合

割

状
促

督

期
む
含

を
日

の
年

れ
さ

付
納

に
で

ま
限

期
納て

し
つ

か
な
に
で

ま
日

た
し

過
経

を
日

金
定
指

の
県

所
場
付

納

完

そ
、
じ

応

所
務

、
関
機

融

額
税

の
額

税
円

捨
り

切
を

数
端

の
満

未
円

間
期

の
で

ま
日

る
す

る
て

特
税

租
に

、
は

て
い

つ
に第

法
置
措

別合
割

た
し

算
項

２
第

条
下

以
の

そ
、

は
に

割
準

基
例

特
年

下
以

つ
あ

に
合

割
の

準
基
例

特

を
合

準
基

例
特

該
当

は
て

年
、

し
と

合
割

た
し

算
加

算
加

を
合

割
の

ト
ン

セ
パ

合
割

た
し

年
、

は
に 事

）
合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

り
な
と

者
表

代
の

告
被

が
分

処
の

こ
、

お
な

。
す
ま

こ
る

す
起

訴
の

し
消

取
の

さ
と

と
こ

い
な

き
で

が
と

処
、
き

と
い

な
が

決
裁

も
の

急
緊

め
た

る
分

処
、

分

、
は

、
き
と

る
あ

が
要

必
分

処
、

で
い

な
経

を
決

裁

で
ま
限

期
納

金
滞

延

取
の

服
不

つ
か
な

れ
さ

付
納

に

分
処

の
こ

法
方

の
て

立
申

し
る
あ

が
服

不
て

い
つ

に
て

審
服

不
政

行
、

に
内

以
日

請
査
審

。
す

ま
き

で
が

査

た
ま
。

い
さ

正
、
は

書
求

の
し

消
取

の
分

処
の

こ
、

し
算
起

ら
か

日
翌

の
日

訴以
月

箇
６

て

が
額
全

、
で
上

以
円け

な
し

付
納

て
せ

満
未
円

に
間

。
ん
せ

ま
り

な
ば

れ
、

も
て

い
つ

は
き
と

た

割
の
り

た
当

日

。
す

ま
し

発
を

状
促

督
、

、
は
き

と
い

な
れ

さ
納

督

理
代

定
指

受
を

分
処

納
滞

納
収
は

く
し

若
関

機
融

金

切
を

額
全

は
き

と
の

満
未

年
に

）
。

税
、

て
捨

り
ト

ン
セ

ー
パ

年
期

納
合

割
の

）
ト

ン
セ

ー
パ

示
告

り
よ

に
定

規
の

該
当

と
」

合
年

に
合

割
た

れ
さ年
が

）
。
う

い
」
年

用
適

合
割

ン
セ

ー
パ

割
い
お

に
中

）
。

う
い

と
例

特
る

け
お

に
年

用
適

合
合

割
の

ト
ン

セ
ー

割
準

基

加
該

当
該

当
は

て
つ

あ
に
年

が
合

割
た

し
算

乗
を
）

。
る

す
と

セ
ー
パ

起
提

）

金
た
し

算
計

て
じ

。
す

ま
き
で

が
と

こ
る

す
求

請
査

審
の

記
上

、
は

え
す
ま

い
て

れ
裁
る

す
対

に
た
つ

あ
が

求
請

査
審

、
が

の
続
手

は
く

し
若

行
執

の
他
の

そ
は

又
り
よ

に
行

続
つ
に

と
こ

い
な

経
を

決
裁

る
す
起

提
を

え
訴

の
し

消

、
は

き
と

た

き
で

が
と

こ

付
納

ら
か

日
翌

の
限

期
納

）
裏

あ
が
分

処
の

こ
、

は
合

場
の
条

４
第

法
を
と

こ
た

つ
知
県

口
山

、
り

よ
に

定
規

県
当
く

べ
る

な
を

通
２

副

記
上

、
は

え

長
所

務
事

税

裁
る

す
対

に
求

請
査

審
の

と
告
被

を
県

口
山

、
に

内
て

し

き
と
る
あ

が
数
端
の

の
こ

け
お
に

合
場
の

こ
数
端
は

状
促

。
す

で
合

た
当
年

る

け
算
起
ら
か
日
た
し

発
を

代

。
す
ま
り
な
に

と
こ
る

事
税
県

は
又
関
機
融
金

理 額
翌

の
限

は
き

と
の

上
以

円

間
期

過
経

を
月

１
ら

か
日

１
年

前
の

年
各

る
す

属
の

加
を
合
割
の
ト
ン

セ
ー
パ

場
い

な
た

満
に

合
割

の
ト

年
、
は

て
合

年
に

合
ト
ン
セ

ー
パ

基
例

特
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

ト
ン

ー
パ

１
年

に
合

割
準

額
合

場
る

え
超

を
合

割
の
金
滞
延
の

が
額
全

ば
れ
け
な
で
後

た
経
を
決

過
経
を
月
箇

３
ら
か

日
提

害
損
い
し

著
る
ず
生

て
し

が
由
理

な
当
正

き
け
避
を

ま
日

の

。
す

ま
き
と
る
あ

つ
知

に
数
日
の
間
期
の

で

事
算
起
ら
か
日
翌
の

日
た

と
こ
る
す
を
求
請

査
審
に

く
て
し
出
提
て

し
由
経

を

知
を
と
こ
た

つ
あ
が
決

だ

山
、
て
い

お
に
合

場
た
つ
知
県
口

を
合

割
の

ト
ン

セ
ー
パ

１

満
に
合
割
の

ト
ン

し
算

加

は
て

い
お

に
合

場
い
な
た

年
、年
に
合

割
準

ト
ン

セ
ー
パ

該
当

は

割
の
ト

ン
セ
ー
パ

パ
１

年
に

合
割

準
基

例
特

超
を

合
割
の

ト
ン
セ
ー

パ

年

る
え 満
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

の
）
）

合
割
た
し

算
加

た

合
割

」

当
、
は
て

い
つ
に
間

期
の

第
法

行
銀

間
期

該

ト
ン

の
号
１

第
項
１
第

条

合
割

た
し

算
加

を
合

割
の

年
、
は

て
い

お

が

の
ト

ン
セ

の
ト

ン
セ

ー
パ

間

合
割
た

し
算
加
を

合
割

に
年
前
の
年

各
る
す
属

の

つ
あ

に
合

割
の

ト
ン

税
租

を
合

割
の

ト

特
該

当
は

て

１
年

し
と

合
割

た
し

算
加

加
を

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

年
、
は

に
合
場
る

え
超

算セ
ー
パ

別
記
第
八
号
様
式
（
そ
の
一

、
じ

」
に
、
「

る
す

属
の

間
期

の
ら
れ
こ

の
年
前
の

年
各

月

る
れ
ら
め

定
り
よ
に

定
規

手
業

商

別
記
第
三
号
様
式
（
そ
の
七

「

年
各

る
す
属
の

間
期
該
当

に
定
規

の
号
１
第

項
１

の

が
合

割
た

し
算

め
定
り

よ

年

合
割
の

ト
ン

ト
ン

セ
ー

パ

税
租

）
合

割
た
し
算
加

を

第
法

置
措
別
特

合
割

た
し

算

項
２

第
条

下
以

の
そ
、
は

に
合

準
基

例
特

年
下
以

合
割

た

例
特

下
以

の
そ

、
は

合
割

準
基

例
特

年
下

以

つ
あ

に
合

割
の

準
基

例
特

加
を
合

基
例

特
該
当

は
て

年
、

し
と
合

割
た
し

算

算
加

を
合

割
の

ト
ン

セ
ー

年
、

は
に
合

場

割
た

し

は
合

場
い

な

ト
ン

セ
ー

パ

引
割

準
基

該
当

、

を
「

合
割
の

）
成

平

年
各

る
す

属
の

１
月

１
年の
年

前
の

月

る
れ

ら
め

定
り

よ
に

定
規年

手
業
商

満
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

該
当

、
は

て
つ

あ
に

合
割

成
平

。
る

す
と

業
商

置
措

別
特

以
日

１
月
１

年

第
法

割
準

基
例

規
の

項
２

第
条

、

特
る

け
お

に
年

用
適

合

年

し

に
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ合
割

たト
ン

合
割

た
し

算
加

該
当

）
。
る
す

と
）
合

割
の

」

）
の
裏
中
「

い
従

に
分

区
の

」

成
平
ち

う
の

経
を

日

後
以
日

１
月

１
年

本
日

る
け

お
に
時
る

す
過

４
年

に
率
引
割

準
基
の

形
セ

ー
パ

）
の
裏
、
同
様
式
（
そ
の
八
）
の

の
年

前
月

る
れ

ら

時
る
す

過
経

を
日

率
引

割
準

基
の
形
手

業
商

合
場

い
な

た
満

に
合

割
の

合
割
の

）

、
は

」
を
「

合
割
の

）

さ
示
告

り
よ

に
定

規
の

当

う
い

と
」
合

割

合
割

た
れ年
が

）
。

と
」
年

用
適

合
割

準
基

パ

）
。

う
い

と
」

）
。

う
い

年
がと

」
年

用
適

合
割

セ
ー

パ

適
合

割
準

に
中

）
。

う
い

基
例

特
る

け
お

に
年
用

あ
に
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ合

て
つ

年
が

合
割

た
し

算
加

該
当

）
。

る
す
と

）
合

割
の

」
に
、

の
ト

ン
セ

ー
パ

４
年

に
率

成
平

ら
か
日

を
合

割

年
月

時
る
す

過
経

を
日

で
ま

日

準
基

の
形

本
日

る
け

お
に

た

セ
ー

パ
４
年

に
率

引
割

年
の

そ
、

は
に

合
場

い
な

率
引

割
準

基
の

形
手

に
中

に
間
期

の
後

ー
パ

４
年

に

に
定

期
該

当
、

は
て
い

つ

に
合

割
た

れ
さ

示
告

り
よ

年
に

合
割

準
基

例

年

該
当

は
て

つ
あ

ン
セ

ー
パ

年
が

に
合

割
準

基
例

特

を
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

に
改
め
る
。

を
「

に
分

区
の

合
場

る
げ

掲
に

、
は
て

い
つ
に

間
期

の

応

第
法

行
銀

間
期
該

当

ト
ン

の
号

１
第
項

１
第

条

合
割

た
し

算
加

を
合

割
の

が

裏
及
び
同
様
式
（
そ
の
九
）
の
裏

第
法

行
銀

本
日
る

け
お

に

ト
ン

セ
ー

パ
４

年
に

第
条

割
準

基
該

当

加
を

合
割

の

期
該

セ
ー

パ
４

年
に

率
引

年
前

の
年

各
る

す
属

の
間

の
ト

ン
セ

ー
パ

１
年
に

に

割
の

ト
ン

セ
ー

加
を
合

割

お
に

中

場
い

な
た

満
に

合

年
、

は
て

い
セ
ー

パ

二

中



平成

「

限

又

」

そ
は

年 月 日 金曜日

ー
パ

加
を

と
合

「「

山 口 県

項
２

１
月

該
当

合
割

商
る

準
基

該
当

特

（定期）報

る
け

日
１

従
に

合
場

そ
はの

１
年

準
基

パ
４

第 号

「「「

限

又

」

告
申

正
修

は

」
を
削
り
、
「

正
更

を
「

し
出

提
合

場
の

告
申

正
修

日
の

」
に
、
「

年
、

し

合
場

の
予

猶
収

徴

算

に
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ合
割

た
し

ト
ン

セ

割
た

し
算

加
該

当

）
。

る
す

と
）

合
割

の

」

納
合
場

の
付

納
後

限
期

納

係
に

予
猶

収
徴

、
お

な

期金
滞

延
る

納
合
場

の
付

納
後

限
期

納
期

に
率

引
割

準
基

の
形

手
業

合
場

い
な

た
満

に

パ
４

年

形
手

業
商

年
の

そ
、

は
に

日

４
年

に
率

引
割

準
基

の

は
て

い
つ

に
間

期
の

後
以

示
告

り
よ

に
定

規
の

当
、

い
と

」
合

割

合
割

た
れ

さ

年
が

）
。

う

」
年

用
適

合
割

準
基

例

パ

合
割

準
基

例
特

。
う

い
と

日
の

る
け

お
に

年
用

適

」
に
、
「

納
定

指

合
場

の
予

猶
収

徴

い

は
又

間
期

の
で

ま
限

期

」
を
「

以

分
区

の
合

場
る

げ
掲

に

、
は

て
い

つ
に

間
期

の
後

第
法

行
銀

本
日

該
当

ト
ン

セ
ー

１
第

項
１

第
条

割

割
た

し
算

加
を

合
割

の

ト
ン

セ
ー

パ
４

年
に

率
引

成
平

ら
か

日
１

月

割
の

年
月

月

日

け
お

に
時

る
す

過
経

を
日

る

付
納
後

限
期

納

収
徴

、
お

な

場
の

）
入

納

金
滞

延
る

係
に

予
猶
付

納
後

限
期

納
場
の

）
入

納

告
申

正
修

は
」
を
削
り
、
「

正
更

を
「

し
出

提
合

場
の

告
申

正
修

納
定

指
合

場
の

定
決

は
又

出
提

は
く

し
若

日
た

限
期

又
間

期
予

猶

ず
い

の
限

期

て
つ

あ

末
の

間
期

の
そ

は

合

合
割

準
基

例
特

該
当

は

年
が

を
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

に
、

経
を
月

１
ら

か
日

翌
の

限

、
は
て

い
つ

に

日
る

す
過

の
限

ま
り

あ
が

め
定

に
別

す
過
経

を
月

１
ら

か
日

翌
日

る

算
加

を
合

割
の

ト
ン

セ
ー

、
は

て
い

お
に

中

割
た

し

年

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

セ
ー

パ

の
間

期
該

た
し

算
加

を
合

に

に
年

前
の

年
各

る
す

属

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

１
年

に
合

割
の

ト
ン

セ
ー

加
を

い
お

に
中

）

場
い

な
た

満年
、

は
て

年
に

合
割

準
基

例
特

ー
パ

そ
は

又
間

期
予

猶

セ
ー

パ

限
期

該
当

末
の

間
期

の

」
に
改
め
、
同
様
式

、
じ

応
に

」
に
、
「

る
す

属
の

間
期

の
ら

れ
こ

の
年

前
の

年
各

ら
め

定
り

よ
に

定
規

の
号

年
が

合

商
る

れ

を
合

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

割
の

）
）

合
割

た
し

算
加

て
い

つ
に

間
期

の
で

ま

合

第
法

行
銀

本
日

該
当

、
は

１
第

項
１

第
条

１
ら

か
日

翌
の

限
期

納
合

別
、

は
て
い

つ
に

経
を

月

期
納

合
ま

り
あ

が
め

定
に

経
を

月
１

ら
か

日
翌

の
限

納
定

指
合

場
の

定
決

は
又

出
提

は
く

し
若

日
た

限
期

間
期

の
で

ま

ず
い

の
限

期

日
い

遅
か
れ

期
該

当
は

又

日

又
間
期
の

で
ま

」
を
「

１
年

に

の
定
決

は
又

正
更

え
超

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

年
、

は
に

合
場

るの
で
ま
。
す

間
期
の
で
ま

間
期 年

が
合

割
の

ト
ン

の
ト

ン
セ

ー
パ

と
合
割

、
は

て
つ

あ
に

合

成
平

。
る

す

第
法

置
措

別
特

税
租

１
年

合
割

た
し
算

第
条

下
以

年
の

そ
、

は
に

合

例
特

あ
に

合
割

の
ト

ン
セ

下
以

加
を

合
割

の
ト

ン

は
て
つ

日

割
た

し
算

」
を
「

の
定
決

は
又

正
更

（
そ
の
二
）
の
裏
中
「

成
平

ち
う

の
間
期

分
区
の

月

月
１
年

業

お
に
時
る

す
過

経
を

日

年
に
率

引
割

準
基

の
形

手

当
、
は

合
場

い
な

た
満

に
該

」
を
「

合
割

の
）

成
平

前
の
年

各
る

す
属

の
間
期

め
定

り
よ

に
定

規
の
号

年れ
ら

す

間
期
の

で
ま
日
る
す

過

間
期
の

で
ま
日
る
す
過
。

期
該

当
は

又
間

期
の

で
ま

間
期
の

で
ま

日
い

遅
か

れ

で
ま
限
期

納
定
指

合
場

又

い
従

に
分

区
の

号

間
期

の

定
で

号
各

該
当

に
、
「

又

ち
う

の
間
期
の
ら

れ
こ

限
期

該
当
は

」
に
改
め
、
同

る
め

」
を
「

成
平

ら
か

日
翌

の
限

期
納

間
期

の
後
以

日
１

月
１

年
」
を

」
に
改
め
、

」
を

」
に
改
め
、

三

様
式
（
そ
の
三
）
の
裏
中
「

る
す

過
経

を
月

１

各
の

次

、
は
て

い
つ

に

の
で

ま
日

す
属

の
間
期

該
当

」



平

ン
セ

成 年 月 日 金曜日

合

置
措

。
る

あ
に

ー
パ

加
を

に
合

の
そ

山 口

同
様

合
場

割
準

す
過

成
平

め
定

り
よ

各
る

合
割

（定期）県 報

、
は

割
の

た
し

「「

第 号

第
条

割
た

ー
パ

り
よ

各
る

特

算
加

を
合

割
の

ト

て
つ

以

合
割

た
し

た
満

に
合

割
の

ト
ン

セ

当

該
当

、
は

て
つ

合
場

い
な

成
平

準
基

の
形

手
業

商

間
期

の
後

以
日

１
月

１
年

第
法

り
よ

に
定

規
の

項
２

第
条

下
以

う
い

と
」

合
割

準
基

例
特

年
下

以

つ
あ

用
適

合
割

準
基

例
特

合
割

準
基

例
特

該
当

は
て

年
、

し
と

合
割

た
し

算

適セ
ー

パ

式
（
そ
の
四
）
の
裏
及
び
同
様
式

る

」
を
「

１
ら

か
日

翌
の

限
期

納

間
期

の
後

以
日

１
月

１
年

本
日

る
け

お
に

時
る

つ
に第

法
行

銀

ト
ン

セ
ー

パ
４

年
に

率
引

割
準

基
該

当
、

は

合
割

の

パ
４

年
に

率
引

成
平

年

成
平

ら
か

日
１

月
１

年の
年

前
の

月

る
れ

ら
め

定

す
過

経
を

日

合
割

割
準

基
の

形
手

業
商 年

、
し

と

算
加

を
合

の
ト

ン
セ

ー
パ合

割
た

し

年

算
加

該
当

と
）

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

す納
合
場

の
付

納
後

限
期

納
期
期
予

猶
合
場

の
予

猶
収

徴

係
に

予
猶

収
徴

、
お

な

間金
滞

延
る

の
年

前
の

年
月

る
れ

ら
め

定

す
過

経
を

日

ン
セ

割
準

基
の

形
手

業
商

場
い

な
た

満
に

合
割

の
ト

合
割

の
）

）
合

合

」
を
「

に
定

規
の

項
２

合
割

の
）

準
基

例

た
れ

さ
示

告
り

よ

年
が

）
。

う
い

と
」

合
割

下
」

年
用

適
合

割
準

基
例

特

合
割

準
基

例
特

該
当

は

と

割
た

し
算

加
該

に
年

用
適

年
が

合

に
中

年
の

そ
、

は
に

ー
パ

年
に

率
引

割

、
は

て
い

お

つ
に

割
の

ト
ン

セ
ー

パ
４

属
の

間
期

該
当

、
は

て
い

年
に

合
割

た
れ

さ
示

告

す

年
が

）
。

セ
ー

パ
１

と
」

年

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

は
て

い
お

に
中

）
。

う
い

準
基

例
特

る
け

お
に

年
用

あ
に

合
割

の
ト

ン

に
合

割

該
当

は
て

つ

（
そ
の
五
）
の
裏
中
「

る
す

過
経

を
月

号
各

の
次の

で
ま

日
」
に

属
の

間
期

該
当

、
は

て
い

号
１

第
項

１
第

条

各
る

す

し
算

加
を

り
よ

に
定

規
の

年
が

合
割

た

を
合

割
の

ト
ン

セ
ー

ー
パ

割
た

し
算

加

年
月

時
る

つ
に

間
期

の
で

ま
日

第
法

行
銀

本
日

る
け

お
に

ト
ン

セ
ー

パ
４

年
に

率
引

は
て

つ
あ

に
合

割

合
割

の

が
合

割
た

し

基
例

特
該

当

年

）
。

る

ト
ン

セ
ー

パ

」
に
、

経
を
月

１
ら

か
日

翌
の

限
間

期
の

そ
は

又
日

る
す

過

つ
に

ら
か

日
翌

の
日

末
の

あ
が
め

定
に

別
、

は
て

い
ま

り

行
銀

本
日

る
け

お
に

時
る

第
法

ト
ン

セ
ー

パ
４

年
に

率
引

割
準

基
該

当
、

は

合
割

の

パ
４

年
に

率
引

年
各

る
す

属
の

間
期

該
当

セ
ー

パ
１

年
に

合
割

前
の

割
の

ト
ン

満
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

て
い

お
に

中
）

。
う

い

た

年
、

はに
合

割
準

基
例

特
る

け
お

年

る
え

超
を

合
割

の
ト

ン
セ 年

場

を
合

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

各
る

す
と

合
割

た
し

算
加

ン

別
特
税
租

に
年

前
の

年

割
た
し

算
加

を
合

割
の

ト

は
に

合
場

い
な

た
満

に
合

年
、

、

年

割
の
ト
ン

セ
ー

パ

例
特

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

の

ー
パ

１
年

に
合

割
準

基

に
号
各

該
当

い
従

に
分

区

、
「

年

ち
う
の
間

期
の

ら
れ

こ

の
年

前
の

月業
商

る
れ

ら
め
定

経
を
日

合
割

の
ト

ン
セ

基
の
形

手

割
の

）
）

合

い
な

た
満

に

合

」
を
「

間
期

該
当

、
は

て
い

の
）

号
１

第
項

１
第
条

す
属
の

割
た

し
算

加
を

に
定
規
の

年
が

合

ン
セ

ー
パ

１
年

に
合

割
準

合
場

る
え

超
を

合
割

の

トに

過
経
を
月
１

間
期
の
で
ま

。
す

間
期
の
で
ま
日
る

す

定
規
の

号
１

第
項

１
第
条

年
が

合
割

た
し

算
加

を

に

算
加
を

合
割

の
ト

ン
セ
ー

法
置

措
別

特
税

租
に
年

し

第

合
割

た
し

算
加

を
合

そ
、

は
に

合
場

い
な

下
以

年
の

あ
に
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

加
を

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

年
、
は

に
合

算

と
）
合

割
の
ト
ン

セ
ー
パ

）
。

る
す

」
に
、

」
を

」
に
改
め
、

四



平成

属
の

ト
ン

年 月 日 金曜日

に
定

す
属い

の
ト

法
行

間
期

し
算

パて

山 口 県

ン
セ

用
適

年
用

。
う

示
告

す
と

加
該

別

（定期）報

成

ー
パ

を
合

条つ
に

割
準

に
合

引
割

る
す

第 号

「「
別

た
し

算
加

を
合

割
の

い
つ

の
年

各
る

す

る
す

と
合

割

各
る

措
別

特
税

租
に

年
前

の
年

前
の

年
月

る
れ

ら
め

定
り

よ

経
を

日

ト
ン

セ
ー

基
の

形
手

業
商

た

場
い

な
た

満
に

合
割

の

合
割

の
）

）
合

割

」
を
「

該
当

、
は

て
い

つ
に

の
）

第

す
属

の
間

期

定
規

の
号

１
第

項
１

第
条

合
割

た
し

算
加

を
合

割

に

年
が

年
、

は

パ

さ

に
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

セ
ー

パ
１

年
に

合
割

た
れ

年
が

）

ト
ン

」

に
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

て
い

お
に

中
）

。
う

い
と

基
例

特
る

け
お

に
年

、
は

に
合

割
の

ト

年
に

合
割

準

し
算

例
特

該
当

は
て

つ
あ

年
が

合
割

た）
。

る

ト
ン

セ
ー

パ

」
に
改
め
る
。

記
第
五
十
三
号
様
式
の
二
の
注
１

に
定

規
の

号
１

第
項

１
第

が
合

割
た

し
算

加

定
り

よ

年

合
割

の
ト

ン
セ

ン
セ

ー
パ

年

合
割

た
し

算
加

を

月

時

い
つ

に
間

期
の

で
ま

日

第
法

行
銀

本
日

る
け

お
に

ト
ン

セ
ー

パ
４

年
に

率

条

中
年

の
そ

、
は

を
合

割
の

に
率

引

年
、

は
て

い
お

に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

４
年

属
の

間
期

該
当

、
は

て
い

各
る

す

納
合
場

の
付

納
後

限
期

納
期
期
予

猶
合
場

の
予

猶
収

徴

係
に

予
猶

収
徴

、
お

な

間金
滞

延
る

記
第
五
十
三
号
様
式
の
注
１
中

す
属

の
間

期
該

当
、

は
て

成
平

。

年
各

る

置

期
の

後
以

日
１

月
１

年

第
法

過

よ
に

定
規

の
項

２
第

条

銀
本

日
る

け
お

に
時

る
す

パ
４

年
に

率
引

割
準

法
行

該
当

、
は

合

の
ト

ン
セ

ー

合
割

年
に

率
引

割
準

基

成
平

年
各

る

ら
か

日
１

月
１

年の
年

前
の

月

る
れ

ら
め

定
り

よ

経
を

日

ト
ン

セ
ー

基
の

形
手

業
商

つ
あ

い
な

た
満

に
合

割
の

の
形

手
業

商
該

当
、

は
て

合
割

た
し

算
加

を
合

割
の

、
は

に
合

場
い

な
た

満

以

年

年
の

そ

あ
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

加
を

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

パ
１

年
に

合
割

準
基

し
算

超
を

合
割

の

の
ト

ン
セ

ー

年
、

は
に

合
場

る
え

及
び
別
記
第
五
十
三
号
様
式
の

基
の

形
手

業
商

る
れ

ら
め

た
満

に
合

割
の

ト

引
割

準

合
割

の
）

）

は
合

場
い

な

」
を
「

合
割

の
）

す
属

の
間

期
該

当
、

は
て

の
号

１
第

項
１

第

年
各

る

た
し

算
加

定
り

よ
に

定
規年
が

合
割

セ
ー

パ

あ
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

す
と

合
割

た
し

算
加

を

つ

租
に

年
前

の
年

成
平

。
る

第
法

置
措

別
特

税

経
を
月

１
ら

か
日

翌
の

限
間

期
の

そ
は

又
日

る
す

過

つ
に

ら
か

日
翌

の
日

末
の

あ
が
め

定
に

別
、

は
て

い
ま

り

「

平
ち

う
の

間
期

の
ら

れ
こ

成

の
年

前
の

月

い
つ

に
間

る
す

過
経

を
日

示
告
り

間
期
該
当

、
は

て

第

１
年
に
合

割
た

れ
さ

割

規
の
号
１

第
項

１
第

条

年
が
合

割
た

し
算

加
を

合

を
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ
４

成
平

加

年
月お

に
時

る
す
過

の
で
ま
日

に
率

引
割

準

銀
本
日
る

け

は
に

合
場

ン
セ
ー

パ
４

年

割
準

基

お
に

中
年

の
そ

、

下

セ
ー
パ

４
年

に
率

引

い
と

」
合

割
準

基
例

特下
以

は
て
つ

適
合

割
準

基
例

特

割
た

合
割
準
基

例
特

該
当

年
、

し
と

合

割
た

し
算

加
を

合
割

ー
パ

合
当）
合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

三
の
注
１
中
「

パ
４

年
に
率

の
間
期
該

当

基
該

当
、

割
の
ト

ン
セ

ー

成
平

４
年

に
率

引
割

準

前
の

平
ら
か
日

１
月

１
年の

年
月業

商
る

れ
ら
め

過
経
を
日

合
割

の
ト

ン

準
基
の

形
手

当
、

は
て

場
い

な
た

満
に

基
の

形
手

業
商

該

間
期
の

後
以

日
１

月
１

年

り
よ
に

定
規

の
項

２
第

条

過
経
を
月
１

間
期
の
で
ま

。
す

間
期
の
で
ま
日
る

す

間
期
の

後
以

日
１

月
１
年

行
銀

本
日

る
け

お
に
時

に第
法

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六

属
の
間
期

該
当
、
は

て
い

年
に
合
割
た

れ
さ

各
る

す

年
が

ト
ン

セ
ー
パ
１

満
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

て
い
お
に

中
）
。
う

い
と

基
例
特
る
け

お
に

年
、

は

年
に

合
割
準

該
当
は
て

つ
あ
に
合

割
の

年
が

合
割

た
し

基
例
特

）
。
る

ト
ン

セ
ー
パ

」
に
改
め
る
。 よ

に
定
規

の
号
１
第

項
１

年
が

合
割

た
し

算

め
定
り

合
割
の

ト
ン

ト
ン

セ
ー

パ

）
合

割
た
し
算
加

を

月
て

い
つ

に
間
期
の

で
ま
日

第
法
行
銀

本
日
る
け

お
に

ト
ン

セ
ー
パ

４
年

に

第
条

年
の

そ
、
は

加
を

合
割

の

率
引

年
、
は

て
い

お
に

中

割
の

ト
ン
セ
ー

パ
４
年
に

年
、
は

て
い

合

年
に

合
割

の
ト

ン
セ
ー
パ

該
当

合
割

の
ト

ン
セ
ー

パ

パ
１

年
に

合
割

準
基

例
特

を
合

割
の

ト
ン

セ
ー
パ

ー場
る

え
超

る
。別

記
第
五
十
四
号
様
式
の
注

１
、
別
記
第
九
十
三
号
様
式
の

様
式
（
そ
の
二
）
の
注
１
中
「

る
す
属
の

間
期
該
当

、
は

割
の

ト
ン

セ
ー
パ

の
年
各

合
割

の
ト

た
し

算
加

を
合

は
に

合
場
い
な
た

満
に

年
一
月
日
か
ら
施
行
す
る
。

措
別

特
税

租
に

年
前

の
年

し
算

加
を
合

割
の

第
法
置

合
割

た

、
は

に
合

場
い

な
た

下
以年

の
そ

あ
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

つ

加
を

合
割
の

ト
ン
セ
ー

パ

パ
１
年

に
合

割
準

た
し

算

を
合

割
の

割
の
ト

ン
セ

ー

ら

年
、
は

に
合

場
る

え
超

割
準
基

の
形
手
業

商
る
れ

い
な

た
満

に
合

割
の

率
引

合
割

の
）

、
は

合
場

」
を
「

合
割
の

）

す
属
の

間
期

該
当

、
は

平

の
号

１
第

項
１

の
年
各

る

た
し

算

め
定

り
よ
に

定
規

年
が

合
割

ン
セ

ー
パ

あ
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

す
と

合
割
た

し
算
加

を

つ

て
つ

あ
に

合
割

成
平

。
る

算
加
を

準
基

例
特
該

当
は

年
、
し

と
合
割
た

し

し
算

加
を

合
割

の
ト

ン
セ

年
、
は

に
合

合
割

た

の
ト

ン
セ

ー
パ

８
、
別
記
第
七
十
一
号
様
式
の
注

注
１
、
別
記
第
百
四
号
様
式
（
そ

平
ち

う
の

間
期

の
ら

れ
こ

成

の
年

前

年

月
時

る
す

過
経

を
日

」
を

」
に
改
め
る
。

合
割

下
以

の
そ

、

」
合

割
準

基
例

特

年
下

以
割

準
基

例
特

五

り
よ
に

定
規

の
項

２
第

条
示

告

う
い
と

」
合

割
準

基
例

特下
以

）
。

」
年

用
適

合
割

準
基

例
特

合
割

準
基

例
特
該

当
は
て

年
、

し
と

合
割

年
用
適

し
算

加
を

合

ト
ン

セ
ー

パ

合
割

た
算
加

該
当

と
）

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

の
ト

ン
セ
ー

パ
４

年
に

す

引
割

準
基

該
当

加
を

合
割

成

セ
ー

パ
４

年
に

率

成
平
ら

か
日

１
月

１
年の

年
前

年

月

る
れ

ら

時
る
す

過
経
を

日

率
引

割
準

基
の
形

手
業

商

場
い

な
た

満
に

合
割

の
ト

手
業

商
該

当
、

は
て

に
合

割
準

基
の

形

間
期
の

後
以

日
１

月
１

年

け
お

に
年

用
適

合
割

つ
に

ト
ン

セ
ー

パ

準
基

例
特

る

は
て

つ
あ

に
合
割

の

年
が

合
割

た
し

算
加

該
当

）
。

る
す

と
）

合
割

」
に
改

１
、
別
記
第
七
十
八
号
様
式
の

の
一
）
の
注
１
及
び
別
記
第
百
四

に
間

期
の

後
以
日

１
月

１

銀
本

日
る

け
お

に

て
い

つ

第
法
行 年

が
）

。
う

い
と

第
条

と
」

年
用

適
合

ン
セ

ー
パ

お
に

中
）

。
う

い

め注号



平成 年 月 日 金曜日

、
は

割
の

た
し

こ

山 口

１
年

、
は

の
ト

れ
ら

年
前

第
条

特て
つ

以

（定期）県 報

山
よ
う別

成

該
当

年
に

お
に

第 号

山
山

年
、

し
と

合
割

算
加

を
合

の
ト

ン
セ

ー
パ合

割
た

し

年

算
加

該
当

と
）

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

す

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月

の
月

る

お
に

時
る

す
過

経
を

日

率
引

割
準

基
の

形
手

業
商

場
い

な
た

満
に

合
割

年
に

手
業

商
該

当

そ
、

は
に

合

１
月

に
率

引
割

準
基

の
形

て
い

つ
に

間
期

の
後

以
日

告
り

よ
に

定
規

の
項

２

は

」
合

割
準

基
例

た
れ

さ
示

下

年
が

）
。

う
い

と

」
年

用
適

合
割

準
基

例
特

合
割

準
基

例
特

該
当

は

とに
年

用
適

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施

口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規

に
改
正
す
る
。

記
第
十
四
号
様
式
の
注
１
中
「

第
法

行
銀

本
日

る
け

ト
ン

セ
ー

パ
４

項
１

第
条

割
準

基

し
算

加
を

合
割

の

ト
ン

セ
ー

パ
４

年
に

率
引

成
平

ら
か

日
１

月
１

年
年

月

口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

口
県
規
則
第
五
十
七
号

特
該

当
は

て
つ

あ
に

合
割

年
が

合
割

た
し

基
例

）
。

る

ト
ン

セ
ー

パ

」
に
改
め
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

第
法

行
銀

本
日

る
け

ト
ン

セ
ー

パ
４

項
１

第
条

中
年

の

し
算

加
を

合
割

の

年
、

は
て

い
お

に

割
の

ト
ン

セ
ー

パ
４

年

パ

の
間

期
該

当
、

算
加

を
合

に
合

割

前
の

年
各

る
す

属

割
の

ト
ン

セ
ー

パ
１

年

満
に

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

て
い

お
に

中
）

。
う

い

た

年
、

はに
合

割
準

基
例

特
る

け
お

年

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
平
成
十
五
年
山
口
県
規
則

年
各

る
す

属
の

間
期

該
当

に
定

規
の

号
１

第

年
前

の

が
合

割
た

れ
ら

め
定

り
よ

年

を
合

割
の

の
ト

ン
セ

ー
パ

の
）

）
合

割
た

し
算

加

て
い

つ
に

間
期

の
で

ま
日

、
は

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

ン
セ

ー
パ

１
年

に
合

割
準

合
場

る
え

超
を

合
割

の

ト

り
よ

に
定

規
の

号
１

第

に

年
が

合
割

た

め
定

割
の

ト
ン

セ
ー

ン
セ

ー
パ

と
合

割
た

し

て
つ

あ
に

合

成
平

。
る

す

第
法
置

措
別

特
税

租
に
年

合
割

た
し

算
加

を
合

そ
、

は
に

合
場

い
な

下
以

年
の

あ
に
合

割
の

ト
ン

セ
ー

パ

加
を

合
割

の
ト

ン
セ

ー
パ

算

則第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

の
月業

商
る

時
る
す
過

経
を

日

合
割

率
引
割

準
基

の
形

手

割

、
は

合
場

い
な

た
満

に

合

」
を
「

合
割

の
）

各
る

す
属

の
間

期
該
当

平の
年

こ
こ
に
公
布
す
る
。

代
理
者

事

藤

部

秀

則

有
限
会
社
ラ
イ

フ
サ
ポ
ー
ト
ど

れ
み

美
祢
市
大
嶺

東
分
三
一
六

の
一

号

医
療
法
人
丘
病

院

山
口
市
中
河

町
二
番
一
四

株
式
会
社
わ
こ

う
介
護
サ
ー
ビ

ス

鳥
取
県
米
子

東
福
原
二
丁

一
番
一
号

玖
珂
地
方
老
人

福
祉
施
設
組
合

六
三
八
二

株
式
会
社
え
が

お

周
南
市
平
野

丁
目
五
番
五

医
療
法
人
相
川

医
院

山
口
市
鋳
銭

五
九
六
四
の

株
式
会
社
エ
ス

マ
イ
ル

広
島
市
西
区

工
セ
ン
タ
ー

丁
目
一
番
一

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

合
同
会
社
玖
西

介
護
保
険
相
談

所

岩
国
市
玖
珂

五
八
一
の
六

告

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

町八

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ど
れ

み

美
祢
市
大

東
分
三
一

の
一

ひ
か
り
薬
局

南

町
一
丁
目

番
二
七
号

原号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

旭
の
郷

萩
市
大
字

並
二
四
九

一

市目

茶
話
本
舗
わ
こ

う
デ
イ
サ

ビ

ス
藤
光

下
松
市
藤

一
丁
目
一

四
号

玖
珂
地
方
養
護

老
人
ホ
ー
ム
久

楽
荘
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

六
三
八
二

一号

え
が
お
訪
問
介

護
事
業
所

周
南
市
平

丁
目
五
番

司一

医
療
法
人
相
川

医
院

山
口
市
鋳

五
九
六
四

商六一

み
ど
り
薬
局

岩
国
市
今

一
丁
目
一

二
七
号

山
口
県
知
事

山
口
県

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

町

玖
西
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

岩
国
市
玖

五
八
一
の

示

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

三
日

嶺
町

二
九

九
、

岩
国

一
四

佐
々

四
の

通
所
介

護

光
町

九
番

平
成
二
一
、

一
一
、

野
一
五
号

平
成
二
五
、

銭
司
の
一

居
宅
療

養
管
理

指
導

一
二
、

津
町

五
番

一
〇
、

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地珂
町

六

訪
問
介

護

平
成
二
六
、

一
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

六

一 、

告

示



平成

栄
会

年 月 日 金曜日

介
護居名

社
会

山 口 県

プ
ホ
えサ

ン
ル
ビ
社山

生

（定期）報

有
限
イ
ト

サ
ン

ル
ビ
社社

会
博
愛
か
り

第 号

株
式

パシ
ョ

玖
珂

福
祉

波
二
二
三

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
光

宇
部
市
大
字
東
岐

ー
ム
い
ち

キ
・
ウ
エ

ィ
株
式
会

広
島
市
西
区
商

工
セ
ン
タ
ー
六

丁
目
一
番
一
一

号

サルプ

口
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

会
社
ホ
ワ

急
便
宇
部

宇
部
市
明
神
町

三
丁
目
三
番
一

四
号

有イハ事

キ
・
ウ
エ

ィ
株
式
会

広
島
市
西
区
商

工
セ
ン
タ
ー
六

丁
目
一
番
一
一

号

サル多タ

福
祉
法
人

会
防
府
あ

園
グ
ル
ー

防
府
市
牟
礼
柳

二
三
番
二
二
号

防グム

会
社
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ン
え
が
お

周
南
市
桜
木
三

丁
目
八
番
三
二

号

デみ

地
方
老
人

施
設
組
合

岩
国
市
玖
珂
町

六
三
八
二

玖老楽ビ定生所

宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

波
五
八

〇

一

画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

オ
パ
ー
ル
光
栄
在

宇
部
市

ン
キ
・
ウ
エ

ビ
ィ
グ
ル
ー

ホ
ー
ム
熊
毛

周
南
市
呼
坂
本

町
九
番
七
号

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

限
会
社
ホ
ワ

ト
急
便
宇
部

ー
ト
・
ケ
ア

業
部

宇
部
市
明
神
町

三
丁
目
三
番
一

四
号

ン
キ
・
ウ
エ

ビ
ィ
小
規
模

機
能
セ
ン

ー
熊
毛

周
南
市
呼
坂
本

町
九
番
七
号

府
あ
か
り
園

ル
ー
プ
ホ
ー

い
ち
え

防
府
市
牟
礼
柳

二
三
番
二
二
号

イ
サ
ー
ビ
ス

っ
ち
ゃ
ん
家

周
南
市
坂
根
町

八
番
四
〇
号

珂
地
方
養
護

人
ホ
ー
ム
久

荘
外
部
サ
ー

ス
利
用
型
特

施
設
入
居
者

活
介
護
事
業

岩
国
市
玖
珂
町

六
三
八
二

六
〇
の
一

一
一
、

一

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

代
理
者

事

藤

部

秀

則

業
所

指
定
年
月
日

在

地

大
字
東
岐

平
成
二
五
、

活
介
護

平
成
二
五
、

一
一
、

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
祉
用

具
貸
与

平
成
二
五
、

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護

認
知
症

対
応
型

共
同
生

平
成
一
九
、
三
、

一
一
、

特
定
施

設
入
居

者
生
活

介
護

平
成
二
一
、

医
療
法
人
丘
病

院

山
口
市
中
河

町
二
番
一
四

有
限
会
社
ラ
イ

フ
サ
ポ
ー
ト
ど

れ
み

美
祢
市
大
嶺

東
分
三
一
六

の
一

玖
珂
地
方
老
人

福
祉
施
設
組
合

岩
国
市
玖
珂

六
三
八
二

株
式
会
社
え
が

お

周
南
市
平
野

丁
目
五
番
五

医
療
法
人
相
川

医
院

山
口
市
鋳
銭

五
九
六
四
の

株
式
会
社
エ
ス

マ
イ
ル

広
島
市
西
区

工
セ
ン
タ
ー

丁
目
一
番
一

号

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

合
同
会
社
玖
西

介
護
保
険
相
談

所

岩
国
市
玖
珂

五
八
一
の
六

玖
珂
地
方
老
人

福
祉
施
設
組
合

六
三
八
二

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
七

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

ビ
ス
利
用
型
特

定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
事
業

所

町
一
丁
目

番
二
七
号

原号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

旭
の
郷

萩
市
大
字

並
二
四
九

一

町八

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ど
れ

み

美
祢
市
大

東
分
三
一

の
一

町

玖
珂
地
方
養
護

老
人
ホ
ー
ム
久

楽
荘
外
部
サ
ー

岩
国
市
玖

六
三
八
二

一号

え
が
お
訪
問
介

護
事
業
所

周
南
市
平

丁
目
五
番

司一

医
療
法
人
相
川

医
院

山
口
市
鋳

五
九
六
四

商六一

み
ど
り
薬
局

岩
国
市
今

一
丁
目
一

二
七
号

ひ
か
り
薬
局

南

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

町

玖
西
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

岩
国
市
玖

五
八
一
の

玖
珂
地
方
養
護

老
人
ホ
ー
ム
久

楽
荘
指
定
訪
問

介
護
事
業
所

六
三
八
二

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

三
日

山
口
県
知
事

山
口
県

七

居
者
生

活
介
護

一
四

佐
々

四
の

介
護
予

防
通
所

介
護

嶺
町

二
九

九
、

珂
町

介
護
予

防
特
定

施
設
入

平
成
二
一
、

一
一
、

野
一
五
号

平
成
二
五
、

銭
司
の
一

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

一
二
、

津
町
五
番

一
〇
、

岩
国

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地珂
町

六

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
六
、

一
、

平
成
二
一
、

一
一
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

一 、



平成 年 月 日 金曜日

一
一五三二三九

山 口

山
森

安
林

（定期）県 報

社
会
博
愛
か
り
プ
ホ

えサ
ン
ル
ビ
社

第 号

有
限

イ
ト

有
限

リ
ツ

サ
ン
ル
ビ
社

美
祢
市
美
東
町
絵
堂
字
長
木
山
一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

萩
市
大
字
佐
々
並
字
西
山
一
九
七

九
七
九
、
一
九
八
一
、
一
九
八

、
一
九
八
七
か
ら
一
九
八
九
ま

、
一
九
九
六
の
二
、
一
九
九
八
、

五
七
八
の
一
、
二
五
八
〇
、
五
六

、
一
九
八
六
の
二
九
、
一
九
八
六

八
六
の
三
九
、
一
九
八
六
の
四
五

口
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
祉
法
人

会
防
府
あ

園
グ
ル
ー

ー
ム
い
ち

防
府
市
牟
礼
柳

二
三
番
二
二
号

防グム

キ
・
ウ
エ

ィ
株
式
会

広
島
市
西
区
商

工
セ
ン
タ
ー
六

丁
目
一
番
一
一

号

サルプ

会
社
ホ
ワ

急
便
宇
部

宇
部
市
明
神
町

三
丁
目
三
番
一

四
号

有イハ事

会
社
サ
ン

周
南
市
楠
木
一

丁
目
一
一
番
一

七
号

有リ

キ
・
ウ
エ

ィ
株
式
会

広
島
市
西
区
商

工
セ
ン
タ
ー
六

丁
目
一
番
一
一

号

サル多タ
三
八
、
一
三
九
、
一
四
四
の
一

る
保
安
林
の
所
在
場
所

四
か
ら
一
九
七
六
ま
で
、
一
九

二
、
一
九
八
三
の
一
、
一
九
八
三

で
、
一
九
九
二
、
一
九
九
四
、
一

一
九
九
九
の
一
、
一
九
九
九
の

三
五
の
一
か
ら
五
六
三
五
の
三

の
三
〇
、
一
九
八
六
の
三
三
か

、
字
奥
久
保
二
五
七
二
、
二
五

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

府
あ
か
り
園

ル
ー
プ
ホ
ー

い
ち
え

防
府
市
牟
礼
柳

二
三
番
二
二
号

ン
キ
・
ウ
エ

ビ
ィ
グ
ル
ー

ホ
ー
ム
熊
毛

周
南
市
呼
坂
本

町
九
番
七
号

限
会
社
ホ
ワ

ト
急
便
宇
部

ー
ト
・
ケ
ア

業
部

宇
部
市
明
神
町

三
丁
目
三
番
一

四
号

限
会
社
サ
ン

ツ

周
南
市
楠
木
一

丁
目
一
一
番
一

七
号

ン
キ
・
ウ
エ

ビ
ィ
小
規
模

機
能
セ
ン

ー
熊
毛

呼
坂
本

町
九
番
七
号

、
一
四
四
の
二
、
二
四
三
、
二

七
七
の
一
、
一
九
七
七
の
二
、

の
二
、
一
九
八
四
、
一
九
八

九
九
五
の
二
、
一
九
九
五
の

二
、
二
〇
〇
〇
、
二
〇
〇
二
、

ま
で
、
字
方
便
一
九
八
六
の
一

ら
一
九
八
六
の
三
七
ま
で
、
一

七
三
、
五
五
二
〇
、
五
五
二
四

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

代
理
者

事

藤

部

秀

則

宅
介
護

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
共
同

生
活
介

護

平
成
一
九
、
三
、

平
成
二
五
、

一
一
、

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

平
成
二
五
、

一
〇
、

介
護
予

防
小
規

模
多
機

能
型
居

一
一
、

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

公

（
四
一
六
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

七
五
七
ま
で
、
二
三
四
六
の

四
、
二
三
四
六
の
八
五
、
二

二
三
四
八
の
九
六
ま
で
、
二

で
、
字
城
山
一
五
二
六
の
七

三
四
の
一
、
一
七
三
四
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

水
源
の
涵
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

四
三
の
一
か
ら
二
四
三
の
四

二
、
二
四
三
の
一
三
、
二
四

一
六
六
か
ら
一
七
三
ま
で
、

〇
、
字
石
屋
古
屋
山
一
八
三

一
八
九
、
字
大
ボ
リ
カ
シ
ラ

字
真
名
ケ
迫
一
九
一
の
一
か

伊
佐
町
伊
佐
字
赤
松
七
三
五

五
の
二
、
七
四
六
、
七
四
七

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

供
す
る
。
）

告

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

二
、
二
三
四
六
の
七
二
か
ら
二
三

三
四
六
の
八
七
か
ら
二
三
四
六
の

三
四
六
の
九
八
、
二
三
四
六
の
一

五
、
一
五
二
六
の
七
六
、
字
一
ノ

、
二
五
九
五
、
二
五
九
七

た
目
的

ま
で
、
二
四
三
の
六
、
二
四
三
の

三
の
一
五
、
字
弥
次
郎
山
一

一

字
弥
次
郎
山
三

一
七
九
、
字
弥

の
一
、
字
高
佐
山
一
八
六
、
一
八

山
一
八
七
の
二
、
字
大
堀
ケ
浴
一

ら
一
九
一
の
一
七
ま
で
、
一
九
一

の
一
、
字
椎
ノ
木
畑
七
四
一
か
ら

の
一
か
ら
七
四
七
の
三
ま
で
、
七

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

種農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
関

四
六
の
七
八
ま
で
、
二
三
四
六
の

九
二
ま
で
、
二
三
四
六
の
九
四
か

五
四
か
ら
二
三
四
六
の
一
六
一

穴
ケ
垰
一
七
〇
六
、
字
三
ノ
畑
一

七
、
二
四
三
の
九
、
二
四
三
の

六
三
、
一
六
四
、
字
弥
次
郎
山
二

次
郎
山
一
七
九
の
一
、
字
高
森
一

七
の
一
、
字
高
森
山
一

一
八
七

八
八
の
一
か
ら
一
八
八
の
三
ま
で

の
一
九
か
ら
一
九
一
の
二
二
ま
で

七
四
四
ま
で
、
七
四
五
の
一
、
七

四
八
、
七
四
九
第
一
、
七
五
〇
か

八

画 の 市係 八らま七 一八、、、四ら

公

告



平成

肥
お
り

年 月 日 金曜日

二（
四

山 口 県

特
と
お変

及
び

一

（定期）報

二（
四

第 号

書
及

及
び

一

料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

鷹

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岩

一
八
）
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
六
年

山
口
県
岩
国
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

大

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岩

一
七
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
六

山
口
県
岩
国
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第

し
ま
し
た
。

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
う
ふ
れ

野

茂

国
市
由
宇
町
中
央
二
丁
目
一
番

の
更
新

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

一
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
は
ぐ

野
み
ど
り

国
市
山
手
町
二
丁
目
四
〇
番
一

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
一
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

あ
い
セ
ン
タ
ー

六
号

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

代
理
者

事

藤

部

秀

則

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
号

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

代
理
者

事

藤

部

秀

則

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

山
口
県
知
事

山
口
県

九

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則



平

二

成 年 月 日 金曜日

測
第
一

た
。

一

山 口

二三（
四

（定期）県 報

測
第
一

た
。

一

第 号

登山第（
四

作
業
の
地
域

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
井
市
長
か

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ

作
業
の
地
域

岩
国
市

作
業
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日

二
〇
）
公
共
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
国
市
長
か

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

作
業
の
種
類

録
番
号

更
新
年
月
日

口
県
生

五
五
三
号

平
成
二
五
、
一
二
、

三

一
九
）
公
共
測
量
の
実
施

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

作
成
）

か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

混
合
有
機
質
肥
料

特
号

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

代
理
者

事

藤

部

秀

則

一
日
ま
で

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

代
理
者

事

藤

部

秀

則

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他

窒
素
全
量

一
・
五

り
ん
酸
全
量

五
・
〇
公
定
規
格

り

山
陽
小
野
田
市
新
生
三
丁

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭

社
会
福
祉
法
人
健
仁
会

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

山
陽
小
野
田
市
稲
荷
町

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高

長
沢
建
設
株
式
会
社

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

（
四
二
一
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

生

産

業

の
規
格

氏

名

又

は

名

称

住

の
と
お
神
協
産
業
株
式
会
社
熊
毛
郡

波
野
九

柳
井
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

目住
所
及
び
氏
名

五
〇
三
番
一

域
の
名
称

住
所
及
び
氏
名

泊
一
三
三
九
番
地
の
六

域
の
名
称

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

三
日

山
口
県
知
事

山
口
県

者
所

田
布
施
町
大
字

六
二
の
一

五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

十
日
ま
で

一
〇

に



平成

七

年 月 日 金曜日

六
をる

山 口 県

三
十

四五

（定期）報

一二

第 号

山
道

に
関

審
査
手
数
料

二
万
三
千
五
百
円
（
そ
の
者
が
次

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
技

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
）
及
び

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年
一
月
十

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

公

安

委

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六

路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規

と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号 山

技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
）

四
日
（
火
曜
日
）
及
び
同
月
十

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

員

会

十
三
号

第
百
五
号
）
第
九
十
九
条
の
二

う
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三

課則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員

に
よ
る
こ
と
。
）

口
県
公
安
委
員
会

五
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九
時

セ
ン
タ
ー

第
四
項
第
一
号
イ
の
技
能
検
定

る
。

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

備

考大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型

に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て

円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る
審

に
三
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す

三

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

四

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

五

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る

六

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ

額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収

は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

）一
月
十
五
日
（
水
曜
日
）
及
び
同

で 自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を

と
す
る
。

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

事
項

令
に
つ
い
て
の
知
識

知
識

方
法
に
関
す
る
知
識

れ
ぞ
れ
二
万
三
千
五
百
円
か
ら
同

入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定
の

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

一
一

交
通
セ
ン
タ
ー

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

月
十
六
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
九

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二

で
あ
る
と
き
は
更
に
二
千
九
百
五
十

も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

す
る
こ
と
。

七
千

二
千
百

二
千
百

二
千
二
百
五
十

千
八
百
五
十

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙

減

ず

る

額

四
千
百
五
十

三時 円円円円円 たに円

公

安

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日

三四五六備

山 口

除減証一二

（定期）県 報

六
をる

七

第 号

十
四五

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に

考 さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ

じ
た
額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

一
万
九
千
六
百
五
十
円
（
そ
の
者

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
規

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る定

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一

い
て
の
知
識

関
す
る
知
識

ぞ
れ
一
万
九
千
六
百
五
十
円
か

入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定

細

目

の
運
転
技
能

及
び
採
点
の
技
能

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

千
八
百
五
十
円

千
八
百
五
十
円

二
千
円

千
九
百
五
十
円

ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入

減

ず

る

額

三
千
七
百
五
十
円

六
千
四
百
円

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免

金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三

課と
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

一
万
四
千
五
百
円
（
そ
の

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
特

及
び
技
能
検
定
員
審
査
（
牽

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

場
所

山
口
市
小
郡
下

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず

る
。

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

れ
ぞ
れ
一
万
四
千
五
百
円
か
ら
同

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

及
び
時
間

六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十

ま
で

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
大
自
二

引
）

一
月
十
七
日
（
金
曜
日
）
及
び
同

で郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九

れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時

免
許
課

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
自
二

月
二
十
日
（
月
曜
日
）
の
午
前
九

交
通
セ
ン
タ
ー

百
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る
審
査

は
更
に
二
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

一
二

さた 撮車す 三、 ）時 三



平成

三

年 月 日 金曜日

一二

山 口 県

備
八

（定期）報

二三四五六

第 号

額は一

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種

（
普
通
二
種
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年
一
月
十

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

考特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い

も
の
と
す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に

）
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（

）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二

七
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
千

ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

及
び
採
点
の
技
能

い
て
の
知
識

関
す
る
知
識

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に

細

目

の
運
転
技
能

金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三

種
）
及
び
技
能
検
定
員
審
査

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

セ
ン
タ
ー

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

五
十
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ

は
更
に
三
百
五
十
円
を
減
ず
る

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

二
千
二
百
円

二
千
百
円

二
千
百
円

二
千
二
百
五
十
円

二
千
四
百
五
十
円

貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に

減

ず

る

額

千
三
百
円

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

三

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価

四

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び

て
の
知
識

備

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
三

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

た
額
）
に
相
当
す
る
山
口
県

に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と

審

査

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

二
万
千
八
百
五
十
円
（
そ

十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

方
法
に
関
す
る
知
識

自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に

中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ

千
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
二
万
千
八
百
五
十
円
か

収
入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定

。

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

ま
で

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

第
二
号
又
は
第
三
項
各
号
の
い
ず

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

一
三

す
る
こ
と
。

三
千
百
五
十

つ
い

二
千
七
百

動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定

い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減

の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証

減

ず

る

額

四
千
四
百
五
十

七
千
八
百

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免

免
許
課

る
こ
と
。
）

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

す
る
書
面

円円 じ紙円円 撮車す除 き



平

七

成 年 月 日 金曜日

六
をる

山 口

三
十

四五

（定期）県 報

一二

第 号

山
道

運
転

実
施

審
査
手
数
料

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
技

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
）
及
び

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年
一
月
二

時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六

路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習

す
る
。

と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号

は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規 山

教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
）

十
日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月
二

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

十
四
号

第
百
五
号
）
第
九
十
九
条
の
三

に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関

に
よ
る
こ
と
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

セ
ン
タ
ー

金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三

課則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員

口
県
公
安
委
員
会

十
一
日
（
火
曜
日
）
の
午
前
九

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

第
四
項
第
一
号
イ
の
自
動
車
の

し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お
り

場
所

山
口
市
小
郡
下

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

備

考大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型

に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て

及
び
五
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

減
ず
る
も
の
と
す
る
。

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の

三

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の

四

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

五

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

六

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

一
万
五
千
円
（
そ
の
者
が

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審

し
な
い
こ
と
。

審

査

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

）一
月
二
十
一
日
（
火
曜
日
）
及
び

分
ま
で

自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

技
能

技
能

事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る

令
に
つ
い
て
の
知
識

教
育
に
つ
い
て
の
知
識

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

れ
一
万
五
千
円
か
ら
同
表
の
下
欄

査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

交
通
セ
ン
タ
ー

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

同
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
の
午

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二

で
あ
る
と
き
は
更
に
三
千
円
を
、
四

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
百
円
を

す
る
こ
と
。

千
四
百
五
十

千
三
百
五
十

知
識

千
四
百
五
十

千
四
百
五
十

千
三
百
五
十

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に
相

と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印

減

ず

る

額

四
千
百
五
十

一
四

三前 円円円円円 る当を円



平成

六備

年 月 日 金曜日

二三四五

山 口 県

七
る相印一

（定期）報

六
をる

第 号

三
十

四五

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

考 技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

審
査
手
数
料

一
万
千
八
百
円
（
そ
の
者
が
次
の

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一

当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審
査

を
し
な
い
こ
と
。

審

査

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日

分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
規

つ
い
て
の
知
識

の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

い
て
の
知
識

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目

万
千
八
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄

申
請
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ

細

目

の
運
転
技
能

は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

間
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

千
百
五
十
円

千
四
百
円

千
三
百
円

千
二
百
円

千
二
百
円

に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に

と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消

減

ず

る

額

三
千
七
百
五
十
円

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三

課と
。
）

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

九
千
四
百
五
十
円
（
そ
の

教
習
指
導
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
特

及
び
教
習
指
導
員
審
査
（
牽

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の

る
。

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

分
ま
で

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十

ま
で

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

と
。

）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
自
二

引
）

一
月
二
十
三
日
（
木
曜
日
）
及
び

習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九

い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

一
五

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

交
通
セ
ン
タ
ー

日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時

免
許
課

）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
自
二

同
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
の
午

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

百
五
十
円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る

き
は
更
に
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

さ 、撮車す 三 ）前 三



平

三

成 年 月 日 金曜日
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山 口

備
八

（定期）県 報

二三四五六

第 号

れ額は一

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種

（
普
通
二
種
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年
一
月
二

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

考特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い

と
す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

）
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

間
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二

十
四
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
千

ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

い
て
の
知
識

つ
い
て
の
知
識

れ
九
千
四
百
五
十
円
か
ら
同
表
の

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に

細

目

の
運
転
技
能

種
）
及
び
教
習
指
導
員
審
査

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

セ
ン
タ
ー

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

五
十
円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ

は
更
に
五
十
円
を
減
ず
る
も
の

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

千
五
百
円

千
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

千
二
百
五
十
円

千
百
五
十
円

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た

貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に

減

ず

る

額

千
三
百
円

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

三

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び

て
の
知
識

備

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
三

八

そ
の
他

除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は

減
じ
た
額
）
に
相
当
す
る
山

証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い

審

査

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

一
万
二
千
八
百
五
十
円
（

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に

中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ

千
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
二
千
八
百
五
十

口
県
収
入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の

こ
と
。

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

技
能

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十

ま
で

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

第
二
号
又
は
第
五
項
各
号
の
い
ず

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

つ
い

二
千
七
百

動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
教
習
指
導

い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収

減

ず

る

額

四
千
四
百
五
十

千
九
百

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を

日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時

免
許
課

る
こ
と
。
）

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

す
る
書
面

一
六

三 円 を入円円 撮車す免 三き



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

一
七
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成
二

平
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十
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二
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十
五
年
十
二
月
十
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発
行
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山

口

発
行
人

山
口
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庁
知
事


